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＜本  庁＞ 
 

 

 

（１）改正の背景 

  ○ アジア競技大会及びアジアパラ競技大会については、2023 年 12 月までに、両大

会の実施競技が全て決定され、競技会場も全て仮決定されるなど、開催準備が本格

化している。 

  ○ 今後、開催都市として、観客輸送・会場外警備、都市ボランティアの募集・研修、

宿泊施設のバリアフリー化への補助事業等の多岐にわたる業務を、名古屋市、愛知・

名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会等と連携・協力しながら、より迅速

かつ着実に推進する必要がある。 

 

（２）改正の内容 

  ○ 2024 年４月１日から、アジア競技大会及びアジアパラ競技大会の開催準備を、よ

り迅速かつ着実に推進するため、スポーツ局に「アジア･アジアパラ競技大会推進局」

を設置し、「企画調整課」及び「計画推進課」を設置する。 

 なお、「アジア･アジアパラ競技大会推進課」は廃止する。 

 

◆組織の新旧比較◆ 

現  行 改 正 案 
 

スポーツ局 
 

  スポーツ監 
     
   スポーツ振興課 
   

   アジア･アジアパラ競技大会推進監 
 
 アジア･アジアパラ競技大会推進課 
 

    

スポーツ局    アジア･アジアパラ競技大会推進局 
   

 スポーツ監     アジア･アジアパラ競技大会推進監   
   スポーツ振興課     企画調整課 

                
            計画推進課 

 

◆各課の主な事務◆ 

課  名 主 な 事 務 

企 画 調 整 課 
・ 大会の広報・機運醸成に関する業務 
・ 選手・チーム役員の交流に関する業務 
・ 国・市町村・関係団体との連絡・調整に関する業務 

計 画 推 進 課 

・ 観客輸送・会場外警備に関する業務 
・ 都市ボランティアの募集・研修に関する業務 
・ 宿泊施設バリアフリー化、競技会場施設改修に関する業務 
・ 大会を活用した地域活性化に関する業務 

組 織 ・ 機 構 等 の 改 正 に つ い て 

１ アジア・アジアパラ競技大会推進局の設置について 
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（１）改正の背景 

○ 新型コロナウイルス感染症は、2023 年５月に５類感染症に移行したものの、引き

続き、定点医療機関における感染者の状況の把握など、感染拡大に備える必要がある。 

○ また、新たな感染症の発生及びまん延に備え、2023 年度中に策定する次期感染症

予防計画に基づく業務を今後着実に推進する必要がある。 

 

（２）改正の内容 

  ○ 2024 年４月１日から、新型コロナウイルス感染症等の感染症対策事務について、

感染症対策局において処理する体制に代え、保健医療局において処理することとす

る。 

○ 感染症対策事務の総合調整の責任者として、保健医療局に「感染症対策監」を設置

し、その下に、感染症対策事務を所掌する組織として「感染症対策課」を設置する。 

 

 

◆組織の新旧比較◆ 

現  行 改 正 案 

            

 保健医療局      感染症対策局 
   

技監       技監 
 
健康医務部     感染症対策調整監 

 
                感染症対策課 
 
                  医療体制整備室 
                

ワクチン接種 

体制整備室 

  

 
保健医療局 

 

技監 
 

   健康医務部 
 

感染症対策監 
 
      感染症対策課 

    
  

  

  

２ 感染症対策に係る体制の見直しについて（保健医療局） 
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○ 国においては、社会資本の整合的な整備に関する知見等の活用による水道の基盤の

強化等の観点から、厚生労働省が所管している水道事業の認可等の事務を、2024 年 

４月１日から国土交通省に移管する。 

○ 本県においても 2024 年４月１日から、水道事業の認可等に関する事務を保健医療

局から建設局に移管の上、下水道課において処理することとし、「下水道課」を   

「上下水道課」に名称変更する。 

併せて、同課の課内室として、「指導管理室」を設置する。 

 

◆組織の新旧比較◆ 

現  行 改 正 案 

建 設 局 

  治水防災対策監 

   下水道課 

     

建 設 局 

  治水防災対策監 

    上下水道課 

      指導管理室 

  

３ 下水道課の名称変更等について（建設局） 
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＜地方機関＞ 

 

 

○ 女性相談センターを、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」における

女性相談支援センターとして位置付け、女性相談支援の拠点とする。 

○ このことを明確に表すため、2024 年４月１日から「女性相談センター」を    

「女性相談支援センター」に名称変更する。 

 

◆変更の内容◆ 

   （変更前）           （変更後） 

女性相談センター   ⇒   女性相談支援センター 

１ 女性相談センターの名称変更について（福祉局） 



-5- 

 

＜公の施設＞ 

 

 

 

○ 本県の産業競争力を維持・強化するため、スタートアップの創出・育成・展開・誘

致を図り、地域のモノづくり企業とのオープンイノベーションを促進するスタートア

ップ支援拠点として、「STATION Ai」を設置する。 

 

 ◆STATION Ai の概要◆ 

所 在 地 名古屋市昭和区鶴舞地内 

設 置 時 期 2024 年 10 月 

面    積 敷地面積 約 7,300 ㎡、延床面積 約 23,600 ㎡ 

施 設 内 容 
鉄骨造地上７階 

スタートアップ・パートナー企業等向けオフィス、 

会議室、研修室、イベントスペース   等 

 

 

 

 

○ 2020 年 10 月 15 日に、新型コロナウイルス感染症の専門病院として開設した愛知病

院は、多くの医療機関において患者を受け入れる体制が整ってきたことに伴い、  

2023 年４月１日から休止している。 

○ 休止後の患者の受入体制の整備状況などを踏まえ、2024 年４月１日から廃止する。 

 

◆愛知病院の概要◆ 

 

 

 

 

所 在 地 岡崎市 

設 置 年 月 日 2020 年 10 月 15 日 

設 置 目 的 新型コロナウイルス感染症に関する医療提供体制の確保を

図る。 

施 設 内 容 〔病床数〕100 床 

１ STATION Ai の設置について 

２ 愛知病院の廃止について 
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○ 愛知看護専門学校は、受験者数の減少、実習病院の確保困難、施設の老朽化等に

より、2024 年４月１日から廃止する。 

 

◆愛知看護専門学校の概要◆ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 青年の家は、利用者数の減少など、建設当時からの環境変化を踏まえ、2024 年

４月１日から廃止する。 

○ なお、本施設廃止後は、2026 年４月に「総合教育センター」を移転する予定で

ある。 

 

◆青年の家の概要◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所 在 地 岡崎市 

設 置 年 月 日 1973 年４月１日 

設 置 目 的 看護に関する専門の知識及び技能を修得することにより、

社会的に有為な看護師を育成する。 

施 設 内 容 校舎棟３階、大教室棟２階、体育館 等 

所 在 地 岡崎市 

設 置 年 月 日 1959 年１月 15 日 

設 置 目 的 研修室、宿泊施設、野外炊飯場及び運動施設を利用するこ

とにより、文化的教養の向上を図る。 

施 設 内 容 
管理研修棟２階（事務室、研修室、食堂等） 

宿泊棟３階（宿泊室、研修室等） 

体育館、テニスコート、野外炊飯場、営火場 等 

３ 愛知看護専門学校の廃止について 

４ 青年の家の廃止について 

※「あいち行革プラン 2020」 

個別取組事項 52-2 

※「あいち行革プラン 2020」 

個別取組事項 52-3 


